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（目的）
第1条

（用語の定義） 2 工事の範囲(第2条) 用語の定義(第2条)
第2条

1
1

2

イ 3

4
ロ

5
ハ 工作物、船舶、機械等の修繕

2 局 6

7

8

3 局長
9

4 部長

「予算事務主管課長」とは、予算事務を主
管する課の課長をいう。
「起工権者」とは、東京都事案決定規程に

基づき、工事を起工する権限を有する者をい
う。
「監督員」とは、工事担当課長から様式第

１に定める「監督員命令簿」により、工事の
施工の監督を命ぜられた者をいう。

実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

目的 (第1条)
この実施細目は、東京都工事施行規程(以下「施

行規程」という。)第40条の規程に基づき施行規程
を実施するために必要な細目について定め、港湾
局における工事の円滑かつ適正な施行を図ること
を目的とする。

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）

第1 総則(第1章)
1 この規程の目的(第1条)
この規程の目的は、知事部局において施行する

土木工事、建築工事その他一切の工事について、
設計手続、起工手続、施行手続その他工事に関す
る基本的な事項を定めることにより工事の円滑か
つ適正な施行を図ることにあること。

この規程は、東京都における工事の施行につい
ての基本的な事項を定めることにより、工事の円
滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。

東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

工事とは、次のものをいう。ただし、地方
自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百
三十九条第一項に規定する物品に係るロに掲
げる作業及びハに掲げる修繕を除く。

土木工事、建築工事、電気設備工事、
機械設備工事その他の工事及びこれに附
帯する工事

この規程において、次の各号に掲げる用語の意
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第１章 総 則

この規程の適用される工事は、第2条第1号イか
らハに掲げる工事、作業、修繕である。この作業
及び修繕については設計・測量等の委託、製造・
製作等の作業及び工作物・船舶等の修繕の増加に
伴い、その実施手続の明確化を図るため、改正前
の東京都工事施行規程(以下「旧規程」という。)
においてとられていた準用方式を排し、新たに規
程の適用対象に加えたものであること。また、
「その他の工事」とは冷暖房・換気・給排水・ガ
ス・汚物処理の各設備工事等土木工事、建築工
事、電気設備工事又は機械設備工事の範ちゆうに
属しない一切の独立した工事をいうものであるこ
と。なお地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条
第1項に規定する物品については、規程の対象外と
されているが、この規程に準じて処理することも
差しつかえがないこと。
なお、第2条に掲げる工事は、請負工事又は直営

工事の手続により、また工事の一部であつて当該
工事から分離して処理できるものについては委託
の手続により、それぞれ処理されることになる
が、そのいずれの手続によるかは、工事の円滑な
確保を図るという観点から十分検討のうえ決定し
なければならないものであること。

製造、製作、運搬その他これに類する
作業

東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則
第百六十四号。以下「組織規程」という。)
第八条第一項に規定する本庁の局並びに青少
年・治安対策本部、病院経営本部及び中央卸
売市場をいう。

組織規程第九条第一項に規定する局長並び
に青少年・治安対策本部長、病院経営本部長
及び中央卸売市場長をいう。

「工事担当課長」とは、工事の施行を担当
する課の課長をいう。
「契約事務主管課長」とは、契約事務を主

管する課の課長をいう。

この実施細目において、次の各号に掲げる用語
の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによ
る。

「工事主管課長」とは、当該工事に関する
設計、起工、施行等の事項を主管するそれぞ
れの課の課長をいう。
「事業所管課長」とは、予算調整、執行計

画等を担当する課の課長をいう。
「起工担当課長」とは、起工を担当する課

の課長をいう。
「設計担当課長」とは、設計を担当する課

の課長をいう。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

5 課長

6 所

7 監督員

（工事の計画的な施行） 3 工事の計画的な施行(第3条) 工事の計画的な施行(第3条)
第3条 (1) 1

2 2

3

3

工事の実施計画は、原則として1件ごとに設
計、起工及び施行時期を定めるものとする。
ただし、特に予算明細書等で工事箇所の定

めのない工事については、この限りでない。
工事の実施計画は、現地の実情、工事に必

要な土地及び水面確保の状況、関連して行わ
れる工事との調整、設計に要する期間、予算
上の措置及び工期等を考慮して作成する。
工事の実施計画は、施行規程第7条の「設計

の指示」に基づき、起工担当課長が様式2に定
める「工事実施計画書」により作成し、設計
担当課長及び工事担当課長と協議して定める
ものとする。
ただし、この内容を包含する他の計画があ

る場合は、これにかえることができる。

組織規程第十一条第一項に規定する課長及
びこれに準ずる職にある者並びに次号に掲げ
る所の課長(課を置かない所にあつては、所
長)をいう。

組織規程別表三に掲げる本庁行政機関及び
組織規程別表四に掲げる地方行政機関をい
う。

工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成
し、円滑かつ迅速に進めなければならない。
前項の実施計画は、都市計画事業、公害防

止計画事業等との調整を図り、局長が策定す
る事業の計画に基づいて、作成しなければな
らない。

長期的計画等に示された社会資本の整備を
効果的に進めるため、工事の計画段階では、
計画水準、整備期間等を十分に検討した上で
基本計画等を作成するとともに、実施段階で
は、設計、工事の条件を明確にし、効率的か
つ経済的な事業の執行に努めること。
さらに、社会資本の整備においてはコストの
縮減が重要な課題であり、利便性、安全性、
耐久性、環境保全など社会資本が本来備える
べき所要の機能、品質を確保しつつ、各種規
制緩和や技術開発動向等を踏まえながら、設
計、工事はもとより、入札・契約、維持管理
段階などライフサイクル全体を通してのコス
トの縮減を図っていくこと。
このため、工事の計画及び実施に当たって

工事は、長期的計画、局長が策定する事業の計
画等との整合を図りながら、効率的かつ経済的に
行わなければならない。

組織規程第十条第一項に規定する部長及び
これに準ずる職にある者並びに第六号に掲げ
る所のうち課を置く所の所長をいう。

東京都契約事務の委任等に関する規則(昭
和三十九年東京都規則第百三十号)第十六条
第一項若しくは第十七条第一項又は第二十九
条第一項若しくは第三十条第一項の規定によ
り工事の監督を命じられた職員をいう。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

4

(2) 5

(3)

(4)

（処理方針） 4 処理方針(第4条)
第4条 (1)

工事の実施計画書は、起工担当課長が本
書、設計及び工事担当課長が写しをそれぞれ
保管し、計画と工事の実施状況を比較検討
し、必要により協議して修正する。
実施計画の内容に追加、変更等のあった場

合は、上記各号に準じて作成する。

は、工事関係部門のみならず、企画・計画部
門、経理・契約部門、財産管理部門等と緊密
な連携を図り、社会資本の整備を計画的、効
率的、経済的に進めていくこと。

工事に関する事項は、当該事項を主管するそれ
旧規程においては、工事に関する実務は当

該工事を主管する課長が中心となつて処理す

旧規程において義務づけられていた工事施
行計画の主たる目的である年間工事概要のは
握は、他の事務手続によつても可能であるの
で、工事施行計画書の作成を特に義務づけな
いこととしたこと。
しかしながら、東京都における工事量の増

大は、個別工事の計画的施行の必要性を高
め、工事施行の手順を定める実施計画の不適
切な場合にもたらされる影響はきわめて大き
なものになつているので、個別工事の施行に
あたつては常に工事の実情に応じた合理的な
実施計画を作成することにより、工事の円滑
な施行を図ることにしたものであること。
この個別工事の実施計画は、旧規程におい

て起工の中に含まれていた設計を本規程にお
いては起工から分離し、設計と起工の機能を
それぞれ明確にしたことに伴い、設計、起工
及び施行相互間の有機的関連を明らかにする
役割をになうものであること。
なお、個別工事の実施計画の作成にあたつて
は、絶えず計画手続の改善及び開発に努め、
より適切な実施計画を作成する必要があるの
で、特に一定の様式は定めなかつたこと。
実施計画作成にあたつては、各部局の事業

計画、都市計画事業及び公害防止計画事業と
の関連を常に考慮し、個別工事相互間の有機
的関連を失わないようにすること。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

2

3

(2)

(3)

（工事台帳の備付け） 5 工事台帳の備付け(第5条) 工事用簿冊の備付け(第5条)
第5条 1

起工担当課 様式第3
工事担当課 及び第4
工事担当課 様式第5

2
工事記録簿
工事記録簿は、工事担当課長が工事の規

模、内容等を勘案して必要がないと認めた場
合は省略することができる。

実施細目において定める工事用簿冊の種
類、様式及び備付箇所は、次のとおりとす
る。

種類 備付箇所 様式

工事台帳

工事主管課長は、工事台帳を備え、工事に関す
る事項を常に整理しておかなければならない。

この規程には工事についての基本的事項を定め
ることにしたため、工事用簿冊としては、最少限
度必要な工事台帳の備付義務を定めたものである
こと。しかし工事の性格により工事台帳以外の簿
冊を必要とする場合には、局長が第40条により定
める細目(以下「実施細目」という。)において、
工事記録簿等の必要簿冊を定め、工事に関する事
項が適切に記録されるよう注意する必要があるこ
と。
なお、工事の種類、施行方法等により、この規

程に定める工事台帳の様式によることが困難な場
合は、局長は実施細目において、その様式を適宜

処理手続については、起工又は工事変更の
際使用する起案書のようにこの規程に特別の
定めがある場合を除き、すべて東京都事案決
定規程(昭和４７年東京都訓令甲第１０号)、
各事業所処務規程その他の関係規程の定める
手続により行なわなければならないものであ
ること。

ぞれの課の課長(以下「工事主管課長」という。)
が中心となつて処理するものとする。

工事主管課長は、工事施行の状況を全般的
には握し、関係各方面との適切な連絡及び調
整を行なうことにより、工事の円滑な進行に
努めなければならない。
前二項の規定による工事に関する事項の処

理は、この規程に特別の定めがある場合を除
き、すべて東京都事案決定規程(昭和四十七
年東京都訓令甲第十号)その他の規程に定め
る手続により行なわれなければならない。

ることになつていたが、必ずしも当該工事の
全部が同一の課長によつて主管されているわ
けではなく、設計、起工、施行等の各事項が
それぞれ当該事項を主管する課の課長(以下
「工事主管課長」という。)を中心として処理
される場合もあるので、設計、起工、施行等
の各事項ごとに工事主管課長が中心となつて
処理すべきことを明らかにしたこと。
工事主管課長は、工事の施行にあたつて

は、工事施行の状況を全般的には握し、関係
各方面との適切な連絡及び調整を行なうこと
により、工事の円滑な施行に努める責務があ
るが、その責務を規定のうえで明らかにした
こと。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

（秘密の保持）
第6条

第2 請負工事(第2章) 設計の指示(第7条)
第1節 設計 1 設計(第1節) 1
（設計の指示）
第7条

(1) 設計の指示(第7条)

2

3

4

5

・上記以外の設計で部長
が設計の指示を必要と認
めるもの

部 長
（所長を含む）

設計の指示は、工事1件ごとに行うものとす
る。ただし、特に予算明細書等で工事箇所を
定めない工事に係る設計については、この限
りでない。
設計の指示は、本庁の事業所管課長を起案

者とし、様式第6に定める設計指示書によって
行うものとする。
設計の種類によって、設計担当課が二つ以

上にわたるときは、相互に連絡協議して設計
内容に食い違いを生じないようにすること。

設計に当たって、基本的な事項及び特に注
意を要する事項を指示する必要があるとき
は、次に掲げる決定区分に従い、局長名を
もって部長（所長を含む。）に指示するもの
とする。

決定権者 設計区分

・予定金額が9億円以上
の工事に係るもの
・局長が特に重要と認め
て指示するもの

局 長

基本的な事項とは、設計構成上の基本とな
る事項をいい、注意を要する事項とは設計作

変更することができるものであること。

設計金額その他起工金額及びその内訳の秘密
は、厳重に保持しなければならない。

第2章 請負工事

局長は、施行する工事について、設計上の基本
的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、そ
の所属職員に設計を行わせるものとする。

旧規程においては、設計は起工の中に包含して
規定していたが、設計と起工とは必ずしも同一部
署で行なわれるものではないので両者を分離して
それぞれの事務手続の明確化を図つたものである
こと。したがつて、設計については、設計を主管
する工事主管課長が中心となつて処理すべきこ
と。

従来設計担当者が設計を行うに当たつて
は、工事についての基本的事項及び特に注意
を要する事項が必ずしも十分に把握されてい
ないために、再三にわたる設計の修正が見ら
れたが、このような無駄を可能な限り防止す
るために、局長が明示した工事についての基
本的事項及び特に注意を要する事項が、関係
部課長を通じて、設計担当者に十分伝達され
るよう注意すること。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

（設計書の構成等） (2) 設計書の様式(第8条) 工事設計内訳書の構成(第8条)
第8条 ア 1

一 工事設計概括書 (1) 様式第7
二 設計図面 イ (2) 様式第8
三 工事仕様書 (3) 様式第9
四 工事設計内訳書 (4) 様式第9の2
五 その他局長が必要と認める書類 (5) 様式第10

2 (6) 様式第10の2
(7) 様式第11
(8) 様式第12
(9) 様式第13

ウ

2

(1) 数量計算書
(2) 構造計算書又はその他の計算書
(3) 設計条件等の確定経緯
(4)

（設計基準） (3) 設計基準(第9条) 設計基準(第9条)
第9条 1

ただし、上記様式のうち(4)種目・科目内訳
書及び(6)細目内訳書については、財務局積算
基準に基づく工事に使用する。

施行規程第8条第1項第4号に定める「工事設
計内訳書」は次に掲げる書類から必要なもの
をもって構成する。
なお、電子計算機等、積算システムを用い

て作成する工事設計書の場合は、当該システ
ムの様式とする。

年度別内訳書
科目別内訳書

関係行政機関及び近隣住民等との渉外事項
等

支給材料品調書

単価・代価明細表

業の遂行に当たり、設計担当者が考慮すべき
事項をいう。

工事設計内容の確定手続は、次の書類から構成
する設計書により行わなければならない。ただ
し、設計図面については、工事の種類又は規模に
より作成する必要がない場合その作成を省略する
ことができる。

前項に定める工事設計内訳書は、工種別内
訳書その他の局長が必要と認める書類をもつ
て構成する。

工事設計書は、第8条ただし書に該当す
る場合を除き、第8条第1項各号に掲げる書
類によつて構成するものであること。な
お、「その他局長が必要と認める書類」と
は、数量計算書等局長が工事の種類に応じ
て実施細目により添付することを義務づけ
た書類をいうものであること。
工事設計内訳書は、工事の種類又は規模

に応じて局長が実施細目において定めた工
種別内訳書、科目内訳書、工費内訳書等に
よつて構成するものであるが、工事設計内
訳書の内容が簡明でないために、工事の円
滑な施行を妨げている例もみられるので、
工事の迅速な施行を確保するためにその適
正化に努めなければならないこと。

設計担当者が、設計書(工事仕様書を除く。)を

工事仕様書は第10条ただし書に該当する場
合を除き、別に知事が定める標準仕様書に
よらなければならないものであること。

設計上の注意事項とは管理部門との設計協

工種別内訳書（総括表）
種目・科目内訳書
工種別内訳書
細目内訳書

工種別内訳書（単価契約）

施行規程第8条第1項第5号に定める「その他
局長が必要と認める書類」は概ね次のもので
あり、必要に応じて整備する。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

2
2

一 設計上の注意事項
二 設計に関する技術的基準
三 積算に関する基準
四 その他必要な事項

（工事仕様書） 工事仕様書(第10条)
第10条 1

2

3

（起工） 2 起工(第2節)
第11条 (1) 起工(第11条)

ア

一

二

イ

工事の内容により、標準仕様書又は第1項に
定める工事仕様書に定めがない事項又はこれ
によりがたい事項を定める必要があるとき
は、個別に特記仕様書を作成する。

設計は、別に局長が定める設計基準に基づき行
なうものとする。

前項の設計基準は、次に掲げる事項につい
て規定するものとする。

統一的かつ能率的に作成するためには、設計に際
しての基準が明確になつていなければならないの
で、局長が各局における工事の種類規模等に応じ
て、設計基準を定めることにしたこと。設計基準
には、工事の内容に応じて実地調査を行い、その
施行に疑義の生じないよう明確なものとすること
等設計に当たつて注意すべき事項、単価、歩掛、
損料等積算に関する基準、構造物及びその設備等
の設計に関する技術的基準及びその他局長におい
て必要と認める事項を定めるべきものであるこ
と。

局長は、標準仕様書に定めがない事項又は
これによりがたい事項について、別に工事仕
様書を定めることができる。

工事仕様書は、別に知事が定める標準仕様書に
よらなければならない。ただし、標準仕様書に定
めのない事項又はこれによることが困難な事項に
ついては、この限りでない。

前項に基づき局長が定める工事仕様書の取
扱いは、標準仕様書に準ずる。

工事の施行の時期を予定されるものに
ついては、その時期を失しないこと。
工事施行の時期、施設等の移設及び埋

設その他工事の施行について関係方面と
調整されていること。 従来起工の段階において措置をしなけれ

設計と起工が同一部署で行われる場合
は、設計が完了したとき、また異なつた部
署で行われる場合は、設計書が送付された
ときに工事主管課長は、起案文書、工事設
計書及び工事の内容、従来の経過、関係法
規等を説明する必要書類から構成する起工
書によつて、第11条各号に定める事項に十
分注意の上、起工手続を執らなければなら
ないものであること。

工事主管課長は、工事の設計が完了したとき、
又は当該工事の設計書が送付されたときは、次に
掲げる事項に注意して、当該工事を施行するため
の決定(以下「起工」という。)手続を執らなけれ
ばならない。

議を含むものである。
設計基準に定めのない事項、又はこれによ

りがたい事項は、その根拠を明らかにしなけ
ればならない。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

三

2

一 起案文書
二 工事設計書
三 その他起工に必要な書類

（工事番号） 工事番号(第12条)
第12条

2

（工期） (2) 工期(第13条) 工期(第13条)
第13条 ア 1

2

一

二

三 日曜日及び土曜日 3

イ

工事現場付近の住民への周知、公害の
防止措置その他事前に措置すべき事項に
ついて、措置されていること。

起工手続は、次の書類から構成する起工書
により行わなければならない。

ば時機を失する事項について必要な措置が
採られなかったために工事の円滑な施行が
阻害された例も見られるので、このような
ことのないよう、起工に当たつては十分注
意すること。

工事には、毎会計年度起工書起案の順序に従
い、各課ごとに工事番号を付けなければならな
い。

前項の工事番号は、「何年度何課工事第何
号」又は「何年度何工事第何号」の方法によ
り表示しなければならない。

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年
法律第百七十八号)に定める休日

工事番号の表示方法は別表のとおりとす
る。

工期は、設計に当たり日数をもって定める
こととする。
ただし、あらかじめ完了期日が定められて

いるものについては、この限りでない。
工事の性格、規模等によって、本条各号に

掲げる休日を工期に算入して工事を施行する
必要があるものについては、特記仕様書に明
記するものとする。
なお、起工担当課長は、起工書の送付に当

たり契約事務主管課長に連絡すること。
工事担当課長は、現場の状況の変化等に

よって、休日等に工事施行の必要を認めた場
合は、あらかじめ工事の監督方法について検
討し、受注者に指示又は承諾を与えるととも
に、必要に応じて職員の勤務について措置す
ること。工事の緊急性や交通事情などにより、休

工期の算定が適正を欠く場合には、工事
の円滑な施行を確保することが困難となる
ので、工期の設定を行うに当たつては、必
要な余裕を見込むことが望ましいこと。特
に東京都の休日に関する条例（平成元年東
京都条例第10条）第１条第1項に規定する
東京都の休日（以下「休日」という。）は
勤務を行わないことになつている関係事業
所も多いので、工期の算定に当たつては十
分これらの事情を考慮に入れ、合理的な工
期を算定すべきこと。

一月二日、同月三日及び十二月二十九
日から同月三十一日まで

工期が日数により定められている場合の工期の
終期は、東京都の休日に関する条例（平成元年東
京都条例第十号）第一条第一項に規程する東京都
の休日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日と
する。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

（起工書の送付）
第14条

（緊急起工の処理） (3) 緊急起工の処理(第15条) 緊急起工の処理(第15条)
第15条 ア 1

2

工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、
工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由
により、緊急に工事を施行する必要が生じたとき
は、部長の指揮を受けて、この規程に定める手続
によらないで処理することができる。ただし、事
後直ちに定められた手続を執らなければならな
い。

工事の起工が決定したときは、工事主管課長
は、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類
を契約事務の主管課長に送付しなければならな
い。

地震、暴風雨、豪雪、こう水、工事上の
事故防止、公共の安全確保その他の理由に
より、緊急に工事を施行しなければならな
い切迫した事態が生じ、起工書により決定
を受ける時間的余裕のない場合は、口頭そ
の他適宜の方法により部長の指揮を受け
て、第2章第1節及び第2節に定める手続に
よらないで工事を施行することができるも
のであること。この場合において「部長」
とは、緊急工事を適切に行なうために、必
ずしも当該工事の施行について決定権を有
する職員であるとは限らないので、緊急工
事を行なつたときは、事後直ちに起工書を
作成して、決定権を有する上司の決定を受
けなければならないこと。また、豪雪、工
事上の事故防止及び公共の安全確保を緊急
起工の処理のできる場合の例示として新た
に追加することにより、規定設置の趣旨の
明確化を図つたこと。
なお、「緊急に工事を施行する必要が生

日を工期に算入し工事を行う必要のある場
合には、定められた工期内に工事が完了す
るように、職員の勤務体制の整備及び関係
者との連絡調整に注意すること。

緊急起工の処理に当たっては、起工担当課
長及び工事担当課長は相互に連絡をとり、事
務処理に不都合を生じないようにしなければ
ならない。
起工担当課長は、緊急機構の処理に当たり事
後手続の円滑化を図るため、速やかに当該工
事の予算及び契約事務主管課長と打合せをし
なければならない。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

イ

第3節 工事の施行 3 工事の施行(第3節)
（工事実施前の措置） (1) 工事実施前の措置(第16条)
第16条

一

二

三

四

五

じたとき」とは、災害対策又は不測の突発
的事故対策としての応急工事を施行する必
要があるときをいうのであり、すでに施行
中の工事について、災害等により損壊その
他事故を生じたため、当該工事の起工の内
容を変更する場合の手続については、第22
条の規定により、本条の規定が準用される
ものであること。

工事主管課長は、東京都契約事務の委任等に関
する規則(昭和39年東京都規則第130号)の規定によ
つて、監督員が任命されたときは、直ちに工事設
計書の写等その者が第17条に定める職務を遂行す
るのに必要な書類を交付し、工事の監督その他工
事の施行に必要な事項を指示しておかなければな
らないこと。
なお、旧規程においては工事の起工が決定した

場合には軽微な工事を除き工事担当者を置くこと
が義務づけられており、この工事担当者と東京都
契約事務の委任等に関する規則に基づき命じられ
る監督員との職務上の関係が明確でなく工事施行
の円滑化に支障を来していた例も見られるので、
本規程においては請負工事の施行の監督について
は専ら監督員が当たるべきであるとの前提の下に
工事主管課長との関係を明確にしたものであるこ
と。
また、工事主管課長は、工事実施前に措置して

工事の施行に必要な土地、水面等を使
用する必要があるときは使用できるよう
にしておくこと。
工事の施行に支障となる施設等につい

工事主管課長は、工事実施前に次に掲げる事項
についてあらかじめ措置しておかなければならな
い。

監督員に対する工事の監督その他工事
の施行に必要な事項の指示をしておくこ
と。
工事の施行について関係先に通知する

必要があるときは、通知をしておくこ
と。
工事の施行について関係行政機関の許

可、認可、承認その他の処分又は手続を
必要とする場合は、定められた処分を
得、又は手続を終わらせておくこと。

本条の運用にあたつては、地方自治法第
232条の3の趣旨に照して必要な予算措置に
ついては、上司及び関係部署と特に十分な
連絡を図り、事後手続において、財政上の
不都合を生じないよう厳に注意しなければ
ならないものであること。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

六

七

（監督基準） (2) 監督基準(第17条) 監督基準(第17条)
第17条 ア

2

一 監督上の注意事項
二 工事の監督方法
三

四 その他必要な事項 イ

（受注者提出書類処理基準） (3) 受注者提出書類処理基準(第18条)
第18条 ア

2

監督基準に定めのない事項又はこれにより
がたい事項は、その根拠を明らかにしなけれ
ばならない。

おかなければならない事項について、必要な措置
を採ることにより、工事の円滑な施行を図らなけ
ればならないこと。

ては、必要な措置をしておくこと。
受注者から提出された工事工程表を調

査し、請負者と協議しておくこと。

監督員は、受注者から提出される書類を、別に
局長が定める受注者提出書類処理基準に基づき処
理するものとする。

公害の防止に必要な措置及び安全管理
について受注者に指示しておくこと。

前項の受注者提出書類処理基準は、様式及
び処理方法を明確にして作成しなければなら
ない。

受注者は、工事仕様書等によつて必要書
類の提出を義務づけられているが、従来そ
の様式及び処理方法等について明確な基準
が定められていないために工事の円滑な施
行が妨げられた例もみられるので、各局に
おける工事の種類、規模、執行体制等に応
じて局長が受注者提出書類の処理基準を定
めることにしたものであること。

前項の監督基準は、次に掲げる事項につい
て規定するものとする。

監督員が行う工事施行に付随した事務
及びその処理方法

監督員が、監督業務を適切に行なうため
には、監督に際しての基準が明確になつて
いなければならないが、従来この面におけ
る整備が必ずしも十分ではなかつたので、
局長が、各局における工事の種類、規模、
執行体制に応じて、工事の円滑な施行を図
ることができるように監督業務についての
必要な基準を定めることにしたものである
こと。
局長は、監督基準を定めるに際しては、

局の工事の実態を十分把握し、工期内に工
事を完了させること等監督員が監督に当た
つて注意すべき事項、工事の経過を示す写
真撮影の方法等監督に当たつての必要な方
法、工事主管課長に対する報告等監督員が
行うべき工事施行に付随した事務及びその
処理方法、その他局長が必要と認める事項
を定める必要のあるものであること。

監督は、別に局長が定める監督基準に基づき行
なうものとする。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

イ

（工事月報） (4) 工事月報(第19条) 工事月報(第19条)
第19条 1

2

3

4

（工事の中止及び中止解除） (5) 工事の中止及び中止解除(第20条) 工事の中止及び中止解除(第20条)
第20条 ア 1

局長は、受注者提出書類処理基準を作成
するに際しては、工事の種類、規模、執行
体制等に応じて、受注者提出書類の様式及
び処理方法を明確にしなければならないも
のであること。
なお、従来監督員が、監督に当たつての

付随的な事務に追われ、本来の技術的業務
に専念できない例も見られたので、基準を
定めるに際しては監督員が書類整理等の付
随的な事務のため過重負担となり、本来の
技術的業務に専念できなくなることのない
よう注意すること。

工事主管課長は、工事着手後、毎月当該工事に
係る工事月報をすみやかに、上司に提出しなけれ
ばならない。

工事月報は、すでに工事に着工しているすべて
の工事について記載しなければならないものであ
ること。工事月報の提出期日は、旧規程において
は翌月5日までとなつていたが、各局の実情に応じ
た提出期日を定めるため「すみやかに提出すべき
こと」に改めたので、工事の施行に支障がないよ
うに、各局において合理的な提出期日を設定すべ
きものであること。

工事主管課長は、工事の全部又は一部の施行を
中止し、又は中止を解除する必要があると認めた
ときは、工事中止書又は工事中止解除書により直
ちに必要な措置を講じなければならない。

工事主管課長は、工事の施行中、工事を
継続することが困難な障害が生じた場合そ
の他の理由により、工事の全部若しくは一
部の施行を中止する必要があるとき又は工
事中止の原因となつた理由の解消により中

工事担当課長は、工事月報を部長（所の工
事担当課長にあっては所長）に提出するもの
とする。
前項の定めるもののほか、所にあっては、

局起工に係る工事の工事月報を起工担当課長
に送付するものとする。
工事月報の提出期限は、翌月の5日までとす

る。
ただし、離島港湾部に係る工事にあっては

翌月の10日までとする。
工事月報の様式は、施行規程別記第4号様式

を用いずに、この実施細目で定める様式第14
号を用いるものとする。

工事担当課長は、工事の中止又は解除の必
要が生じた場合においては、部長（所長）の
指示を受けるとともに、直ちに起工権者に工
事中止・中止解除報告書（様式第15）を提出
すること。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

2 2

3

イ

ウ 地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事
故防止、公共の安全確保その他の理由によ
り、緊急に工事を中止しなければならない
切迫した事態が生じ、定められた手続を執
る時間的余裕のない場合は、工事主管課長
の判断で適切な措置をすること。

旧規程においては、工事の中止及び中止
解除をするときはすべて上司の指示を受け
て措置することになつていたが、本規程に
おいては、工事の円滑な施行を図るため、
上司の指示を受けて措置する場合は、工事
の中止が契約内容その他に重大な影響を及
ぼすもののみに限定したこと。これは、工
事の中止又は中止解除を、工事の実情を最
もよくは握している工事主管課長の責任に
おいて処理させることがより合理的である
ことによるものであること。
なお、「工事の中止が契約内容その他に

重大な影響を及ぼすもの」とは、予算の繰
越しのおそれのあるもの、公衆に著しく迷
惑を及ぼすおそれのあるもの、供用開始日
が決定している場合等で完成期限が遅延す
るおそれのあるもの等その他これに類する
ものをいうものであること。

止を解除する必要があるときは、第20条第
2項に該当する場合を除き、自らの判断で
臨機応変に工事の中止又は中止解除の措置
を採るべきこととしたものであること。
なお、工事の中止とは、再開を予定した

一時的中断であつて、設計の内容の変更を
伴わないものをいうこと。したがつて、設
計の内容の変更である工事の打切り及び工
事の中止に伴い、予定工期を延長する必要
が生じた場合は、第22条の規定により処理
すべきものであること。

工事主管課長は、前項の工事中止をしよう
とする場合、工事の中止が契約内容その他に
重大な影響を及ぼすものについては、あらか
じめ上司の指示を得なければならない。
工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪

水、工事上の事故防止、公共の安全確保その
他の理由により緊急に措置する必要が生じた
ときは、前二項に定める手続によらないで処
理することができる。ただし、事後定められ
た手続を執らなければならない。

工事担当課長は、前項に定めるほか、必要
により当該工事の予算事務主管課長及び契約
事務主管課長と打合せをしなければならな
い。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

エ

（事故報告） (6) 事故報告(第21条) 事故報告(第21条)
第21条 1

2

（工事変更） (7) 工事変更(第22条) 工事変更(第22条)
第22条 1

2

2

工事担当課を置く各部（所）には工事変更
検討会を設置し、工事変更の適正化に努めな
ければならない。
工事担当課長は、工事着手後に起工の内容

を変更する必要が生じた場合には、速やかに
各部（所）の定める工事変更検討会要領に基
づき、工事変更検討会に諮らなければならな

事故が発生したときは、工事担当課長は、
直ちに受注者に応急措置を講じさせるととも
に、別途事故報告書を提出させること。（受
注者提出書類処理基準）

工事主管課長は、工事の起工の内容を変更(以
下「工事変更」という。)する必要があると認め
たとき又は変更設計書が送付されたときは、すみ
やかに工事変更書により工事変更するための決定
手続をとらなければならない。

第八条から第十一条まで、第十四条及び第

起工の決定後生じた原因により、工事の起工の
内容を変更する必要が生じたときは、変更の内容
等について十分な精査を行った上、速やかに工事
変更書により所定の手続をとらなければならない
こと。旧規程においては、工事変更の場合は、す
べてその都度所定の手続をとる必要があったが、
第22条第3項各号に定める場合を除いては、工事変

工事主管課長は、工事の施行中、地震、暴風
雨、豪雪、洪水、予期し得ない工事上の事情変化
その他により、工事に事故があつたときは、直ち
にその実情を調査した上、必要な措置を講じ、上
司に事故の報告をし、その指示を受けなければな
らない。

ただし、この場合においては、事後直ち
に定められた手続を執らなければならない
ものであること。
以上に述べた工事の中止又は中止解除の

措置をとるときは、工事の施行が請負契約
に基づくものであるから、受注者と連絡調
整のもとに行うべきものであること。

工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、火
災その他の災害又は不測の事故により、施設の損
壊その他工事に事故があつたときは、工事主管課
長は、直ちに実情を調査し、必要な措置を講じる
とともに、事故報告書を作成して上司に報告し、
その指示を受けなければならないこと。この場合
において、調査の結果、緊急に応急工事を行わな
ければならない状態にあるときは、第15条の規定
の適用があること及び事故の発生により、工事の
中止又は工期の延長等の必要が生じたときは第20
条又は第22条の規定の適用があることはいうまで
もないこと。
なお、「工事の施行中」とは、当該工事の完了

又は打切りのときから当該工事に係る施設をその
管理者に引き継ぐまでの間を含むものであるこ
と。

工事担当課長は、工事施行で重大な影響を
及ぼす事故があった場合、部長（所長）の指
示を受け、様式第16により局長に事故の報告
をするものとする。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

3

3

一 工期変更を伴う工事変更
二

4
三

5

6

7

8

9

(1) 施設の基本的機能を変更するもの
(2) 施設の基本的形式を変更するもの
(3) 基本的な設計条件を変更するもの

一括変更を行う工事については、その契約
変更の手続が終了するまでの間、当該変更部
分に限り部分払いの対象としないものとす
る。
工事担当課長は、一括変更を行う工事につ

いて、あらかじめ起工権者に一括変更を行う
旨対象の工種を明示して現況報告書を提出す
ること。（様式第17）
工事担当課長は、一括変更を行う工事につ

いてはその旨受注者に通知し、承諾書を徴す
ること。（様式第18）
一括変更を行う工事について、前2項に定め

る手続を経た場合は、工事変更が決定された
ものと見なして、材料検査、工事記録簿の作
成、工事記録写真の撮影等を実施すること。
ただし、工事月報その他の報告については

「一括変更見込み」と表示し、請負金額を変
えてはならない。
一括変更を行う工事については、常に工事

の適正な管理に努めること。
工事担当課長及び起工担当課長は、一括変

更事務の円滑化を図るため、当該工事の予算
事務主管課長及び契約事務主管課長と打合せ
をしなければならない。
施行規程第22条第3項第2号に定める重要な

構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更は
次のとおりである。

い。
ただし、施行規程第15条に列挙されている

事態のため、緊急に起工の内容を変更する必
要が生じたときには、同条を準用しなければ
ならない。

十五条の規定は、前項の決定手続をとる場合
に準用する。

更手続は、工期末までに一括して行うことができ
ることになったので、工事主管課長において、工
事変更に伴う工事の施行の遅延を可能な限り防止
するように努めること。
なお、第22条第3項第3号は、変更1回ごとの限度

額及び当該工事についての合計変更額の限度額を
示すものであること。また、同号により工期末ま
でに一括して工事変更を行うことができるのは、
変更見込金額が当該工事の請負金額の10パーセン
トに相当する額又は800万円のいずれをも超えない
場合であり、これ以外の工事変更は、第22条第1項
による工事変更を行うものであること。

第一項の規定にかかわらず次に掲げる工事
変更以外の工事変更の決定手続を行う場合に
は、工期末(二会計年度以上にわたる工事に
あつては各会計年度の末及び工期の末)まで
に一括して行うことができる。

重要な構造、工法及び位置の変更を伴
う工事変更
変更見込金額が請負金額の十パーセン

トに相当する額又は八百万円を超える工
事変更

- 16 -



実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

10

11

(1) 様式第19

(2) 様式第20

(3) 様式第20の2

(4) 様式第21

(5) 様式第21の2

(6) 様式第22

(7) 様式第23

（工事の完了） 4 工事の完了(第4節) 工事の完了(第23条)
第23条 (1) 工事の完了(第23条) 1

2

2

ただし、上記様式のうち、(3)変更種目・科
目内訳書及び(5)変更細目内訳書の様式は、財
務局積算基準に基づく工事に使用する。

工事担当課長は、起工権者に工事完了の報
告をするものとする。（様式第24）
本条における「完了後の図面及び写真」と

は、工事仕様書（提出書類、工事記録、写真
撮影基準）に基づき受注者が提出する図面及

変更・清算工種別内訳書
（総括書）
変更種目・科目内訳書

変更・清算工種別内訳書

変更細目内訳書

変更・清算単価代価明細
表
変更・清算支給材料品調
書

施行規程第22条第1項にいう「工事変更設計
書」は、次に掲げる書類の中から必要なもの
をもって構成する。

工事変更設計（清算内
訳）書

施行規程第22条第3項第3号の規程における
「請負金額」とは、当初の契約金額をいう。
なお、一括変更による変更見込金額の限度

額とは変更一回ごとの限度額及び当該工事に
ついての全工事期間又は会計年度末までの合
計変更額をいう。

工事主管課長は、工事が完了し、受注者から完
了届が提出されたときは、速やかに上司に報告し
なければならない。

工事が完了したときは、工事主管課長は、

受注者から提出される完了届の処理は、受注者
提出書類処理基準(第18条)の定めるところによる
ものであるが、完了届の提出があつたときには、
工事主管課長は、工事の完了を上司が速やかに知
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

（工事成績評定） 工事成績評定(第23条の2)
第23条の２

（施設等の引継） (2) 施設等の引継ぎ(第24条) 施設等の引継ぎ(第24条)
第24条

第3 直営工事(第3章)
（工事担当者） 1 工事担当者(第25条)
第25条 (1)

(2)

び写真とする。

監督員は、工事成績評定を行うに当たって
は、評定の判断基準及び指示書等の交付のあ
り方等についての考え方をとりまとめた「東
京都工事成績評定要綱の運用について」（財
務局長通知）に従い行うこと。

施設の引継の事務処理は、別に局長の定め
る「港湾局所管財産引継事務処理要領」によ
ること。

工事担当者は、第26条、第27条及び第29条
に定めるように、工事現場における監督その
他工事の施行に関する重要な事務を行なうも

工事の完了後の図面及び写真を作成しておか
なければならない。ただし、工事の種類又は
規模により作成する必要がないものについて
は、この限りでない。

第三章 直営工事

工事主管課長は、工事の監督その他工事施行に
ついて必要な事項を処理させるため、工事現場に
工事担当係員(以下「工事担当者」という。)を置
く。ただし、工事の種類又は規模によりこれを置
く必要がないものについてはこの限りでない。

監督員は、工事が完了したときは、別に財務局
長が定める統一基準により、当該工事に係る成績
の評定を行わなければならない。

工事主管課長は、工事の完了後、当該工事に係
る書類を整理し、施設の引継が決定したときは、
遅滞なく当該施設及び書類を施設管理者に実地立
会のうえ引継がなければならない。

直営工事の施行にあたつては、工事主管課
長は、原則として所属職員のうちから工事担
当者を指名し、工事現場にその者を置かなけ
ればならないものであること。
なお、工事の種類又は規模によりこれを置

く必要がないと認めるときは、工事主管課長
において、工事担当者の行なうべき職務を処
理するものであること。

工事が完了した施設については、施設管理者に
引き継ぐまでは、工事主管課長が管理し、管理者
が使用できる状態で引き継がなければならないの
で、費用の負担等管理に当たつての必要事項につ
いては、工事主管課長と施設管理者との間で十分
協議し、円滑に施設の引継ぎを行うべきこと。

ることができるよう注意すること。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

（着手報告）
第26条

（工事工程表の整理）
第27条

（清算） 清算(第28条)
第28条 1

2

一 工事清算内訳書
二

（準用） 2 規定の準用(第29条)
第29条

工事の完了を報告する「上司」は、第23条
の例による。
清算の報告をする「上司」は、工事施行の

決定権にかかわらず部長（所長）とする。
ただし、国庫補助（負担）事業の工事に当

たっては、この事業を担当する局起工担当課
長に送付すること。工事の完了後の図面及び写真(ただし、

工事の種類又は規模により作成する必要
がないものについては、この限りでな
い。)

前四条に定めるものを除くほか、直営工事につ
いては、第七条から第十七条までの規定及び第十

旧規程においては直営工事を主な対象として規
定していたが、本規程においては、請負工事を主
な対象として規定したので、直営工事について

のであるから、この指名にあたつては、当該
工事の施行について知識経験を有する職員で
あることが望ましいこと。

工事に着手するときは、工事担当者は、工事着
手報告書及び工事工程表を作成して工事主管課長
に報告しなければならない。ただし、工事の種類
又は規模により工事工程表を作成する必要のない
工事については、この限りでない。

工事担当者は、工事着手後、常に工事の進行状
況をは握し、工事工程表によりその実績を記入し
ておかなければならない。

工事が完了したときは、工事主管課長は、すみ
やかに工事清算報告書に次の各号に掲げる書類を
添えて上司に報告し、その承認を受けなければな
らない。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

第4 設計等の委託(第4章)
（委託基準） 1 委託基準(第30条) 委託基準(第30条)
第30条 (1)

2

一 委託の注意事項
二 委託する業務の種別及び内容
三 積算に関する基準
四 その他必要な事項 (2)

（準用） 2 準用(第31条)
第31条

第5 他局への委任工事(第5章)
（他局への施行委任）
第32条

委託基準に定めのない事項又はこれによい
がたい事項は、その根拠を明らかにしなけれ
ばならない。

委託基準は、局長が局における工事の実態
に応じて定めることになつたが、委託基準に
は、委託に際しての注意事項、委託する業務
の種別、範囲及び内容、委託料の算定をする
ための積算の基準並びにその他局長が必要と
認める事項を規定すべきこと。

設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部
であつて当該工事から分離して処理できるものの
委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に局
長が定める委託基準に基づき行なうものとする。

前項の委託基準は、次に掲げる事項につい
て規定するものとする。

従来設計、測量、地質調査、監理等の委託
は、その都度必要に応じて処理されてきた
が、東京都における工事量の増大に伴い、委
託を職員の手不足を補充するという消極的な
ものから、東京都における工事の円滑な施行
を図るために、積極的に工事施行体制の中に
位置づける必要性が生じてきたので、局長に
おいて委託基準を定め、その統一的かつ効果
的な運営を図ることにしたものであること。

第四章 設計等の委託

九条から第二十四条までの規定を準用する。 は、最少限度必要な規定を置くにとどめ、他はす
べて請負工事に関する規定を準用することにした
ので、直営工事の取扱いについては、実施細目に
おいて定めておくことが望ましいこと。

前条に定めるものを除くほか、設計等の委託に
ついては第七条から第二十四条までの規定を準用
する。

設計等の委託は、第7条から第24条までの規定に
準じて処理されることになるが、その具体的な取
扱いについては実施細目に規定しておくことが望
ましいこと。

第五章 他局への委任工事
他局への委任工事については、従来委任局と受

任局との連絡調整が必ずしも十分でないために、
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

2

（事業計画の事前協議）
第33条

2

（施行委任前の措置）
第34条

局長は、その施行を委任する工事(以下「委任
工事」という。)に係る事業の計画の策定に当つ
ては、敷地関係、工事の規模・内容、予算関係そ
の他必要な事項について、当該工事の施行の委任
を受ける局の長(以下「工事施行受任局の長」と
いう。)と協議するものとする。

委任工事の施行委任局が二以上にわたる場
合の当該委任工事に係る事業計画の策定に当
つては、関係局の長及び工事施行受任局の長
の間において十分な調整を行なうものとす
る。

局長は、他の局の長に委任工事に係る調査、設
計を依頼する必要がある場合は、施設の計画、敷
地周辺関係に関する事項、設計上の基本的事項及
びその他必要な事項を明らかにするよう努めるも

局長は、工事の施行を他の局の長に委任するこ
とができる。

工事の円滑な施行に支障をきたした例もみられる
ので、委任局と受任局との間において十分な連絡
調整を行ない、両者の緊密な協力のもとに工事の
円滑な施行を図るように、新たに第32条から第35
条の規定を設けたが、特に協議の時機を失したた
めに、工事の円滑な施行が妨げられることのない
ように、工事の種類、規模等に応じて十分な時期
的余裕のある時期に、事業計画及び事前の措置に
ついて、委任局と受任局の間で十分協議しておく
こと。
なお第5章は、他局への工事委任の手続を定めた

ものであり、受任局は本章以外の規定に基づいて
工事の施行を行なうべきことはいうまでもないこ
とであること。

前項の規定により工事の施行を委任する場
合は、工事施行委任書により行なうものとす
る。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

2

一 工事現場付近住民に対する周知方法
二

三

（工事変更）
第35条

第6 雑則(第6章)
（別な方法による処理） 1 別な方法による処理(第36条)
第36条

局長は、他の局の長に工事の施行を委任す
る場合は、次に掲げる事項についてあらかじ
め工事施行受任局の長と協議するものとす
る。

のとする。

国、地方公共団体その他の公法人に委託して施
行する工事並びにこれから受託して施行する工
事、その他特別の理由によりこの規程によること
が困難であると局長が認めた工事については、そ
の工事の種類、規模、内容に応じてこの規程に定
める手続によらないで処理できるが、できる限り
この規程の定める手続に準じて処理すべきこと。
「その他特別の理由によりこの規程によることが
困難である工事」とは、国庫補助に係る工事で国
が処理方法を定めている工事、東京電力株式会社
又は東京瓦斯株式会社に委託して施行する工事そ
の他これらに類する事情にある工事及び工事予定
金額が50万円未満の工事に限られるものであるこ
と。

国、地方公共団体その他の公法人に委託して施
行する工事その他特別の理由によりこの規程によ
ることが困難であると局長が認めた工事について
は、別の方法により処理することができる。

工事の施行に必要な土地、水面等の確
保
工事の施行に支障となる施設等の撤去

又は移転

委任された工事の施行の途中において、設計及
び施行の内容を変更する必要があると認められる
ときは、関係局の長及び工事施行受任局の長の間
において協議するものとする。

第六章 雑則
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

（様式）
第37条

（協議） 2 協議(第38条)
第38条

（東京都工事関係基準協議会への付議） 3 東京都工事関係基準協議会への付議(第39条)
第39条 (1)

2 ア

イ

ウ

(2)

既に協議会に付議された事項と同一の内
容であるもの

財務局長は、前条の協議を受けた場合は、別に
定める東京都工事関係基準協議会(以下「協議
会」という。)に付議するものとする。ただし、
別に知事が指定する事項については、この限りで
ない。

この規程の施行について必要な様式は、別記の
とおりとする。

局長は、第九条の設計基準、第十七条の監督基
準、第十八条の受注者提出書類処理基準又は第三
十条の委託基準を制定し、又は改正しようとする
ときは、あらかじめ財務局長に協議するものとす
る。

局長は、第9条、第17条、第18条及び第30条の規
定に基づき基準を定めることになっているが、各
局間の統一及び調整を図る必要があるので、基準
の制定又は改正に当たっては、あらかじめ財務局
長に協議すべきこと。
なお、東京都における工事施行の水準を高める

ために、基準の作成に当たっては、各局間におい
て必要な技術知識の交換及び相互協力を積極的に
行うべきこと。

財務局長は、基準の制定改正について協議
を受けた場合は、東京都工事関係基準協議会
(以下「協議会」という。)に付議し、その調
査審議を経ること。ただし、次に掲げる事項
については、協議会への付議を要しないもの
であること。

法令の改正又は国からの通知に伴い改正
するもので、東京都としての裁量の余地の
ないもの

字句又は項目の整備に関するもの等の軽
易な改正

財務局長は、社会経済状況、技術開発動
向、東京都の施策展開等に的確に対応するた
め、工事施行水準の向上、各局間での統一的
な取組を図ることが必要な場合等は、協議会
に付議することができるものであること。

財務局長は、東京都の工事の施行水準の向
上、工事の施行に係る各局間の統一等のた
め、調査審議の必要があると認める場合は、
協議会に付議することができる。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

（実施細目） 4 実施細目(第40条)
第40条

第7 経過措置
（適用期日） 1 1

1
2

（経過規定）
2

3

附 則(昭和四七年訓令第一号)

附 則(昭和五九年訓令第一〇〇号)

2
附 則(平成四年訓令第一五〇号)

この実施細目による改正前の実施細目に規
定する様式により作成した用紙は、所要の修
正を加えて引き続き使用することができる。

附 則
この実施細目は、平成29年4月1日から適用

する。

この訓令適用の際、現に施行中の工事につ
いては、なお従前の例による。

この規程による改正前の東京都工事施行規
程により調製した様式で用紙の現に残存する
ものは、当分の間なお使用することができ
る。

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行
する。

附 則

この訓令は、昭和四十六年四月一日から適
用する。

昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三
月三十一日までの間は、第九条、第十七条、
第十八条及び第三十条の規定にかかわらず設
計、監督、請負人提出書類の処理及び委託に
ついては、なお従前の例により処理すること
ができるものとする。

局長は、この規程の施行について必要な実施細
目を定めることができる。

旧規程においては、局長はあらかじめ、知事の
承認をえて実施細目を定めることになつていた
が、各局間の統一及び調整は基準の作成によつて
確保されることになつたので、実施細目の作成に
あたつては、知事の承認を要しなくなつたこと。
したがつて、局長は、局の工事の実態に応じて工
事の円滑な施行を促進するのに必要な事項を規定
し、工事施行の効率化を図るとともに、常にその
改善に努めること。

この訓令は、昭和46年4月1日から適用さ
れ、東京都における全ての工事はこれに基づ
いて施行されることになること。したがつ
て、第9条、第17条、第18条及び第30条の規定
に基づく設計基準、監督基準、受注者提出書
類処理基準及び委託基準は、適用日までに準
備されていなければならないものであるこ
と。しかしながら、これら基準についてはそ
れぞれの局の実情に応じ十分検討のうえ制定
する必要があり、そのためその全てについて
適用日までに準備できない場合も予想される
ので、その場合にはこれらの基準が制定され
るまでの間は、従前の例により処理すること
ができるよう配慮したものであること。
なお、従前の例によることができる期間

は、昭和47年3月31日までであるので局長は上
記基準をこの間に可及的速やかに制定し、規
程に基づく正規の運用が図られるよう努力し
なければならないものであること。

この訓令の適用の際旧規程に規定する様式
により作成した用紙は、残品のある限り、所
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

附 則(平成六年訓令第二号)

附 則(平成八年訓令第六六号)

附 則(平成一〇年訓令第一一号)

附 則(平成一三年訓令第八六号)

附 則(平成一三年訓令第一二〇号)

附 則(平成一六年訓令第一一三号)

附 則(平成一七年訓令第八一号)

附 則(平成一八年訓令第六一号)

附 則(平成一九年訓令第五四号)

附 則(平成二二年訓令第三三号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行
する。

この訓令は、平成四年七月一日から施行す
る。

この訓令は、平成十七年七月十六日から施
行する。ただし、第二条第二号の改正規定中
「並びに」の下に「青少年・治安対策本
部、」を加える部分及び同条第三号の改正規
定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本
部長、」を加える部分は、同年八月一日から
施行する。

この訓令は、平成十年四月一日から施行す
る。

この訓令は、平成十三年四月一日から施行
する。

この訓令は、平成十三年七月一日から施行
する。

この訓令は、平成十八年四月一日から施行
する。

この訓令は、平成六年四月一日から施行す
る。

用の修正を加えてなお使用することができる
ものであること。

この訓令は、平成十六年八月一日から施行
する。

この訓令は、平成十九年四月一日から施行
する。
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実施細目（昭和47年7月）
（平成29年4月一部改正）

副知事依命通達（昭和46年4月）（参考）東京都工事施行規程（昭和46年4月）（参考）

附 則(平成二四年訓令第二四号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施
行する。

この訓令は、平成二十四年四月一日から施
行する。
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備考

臨海開発部 各課 年度 開 工事第 1 ～ 号

年度 施 工事第 201 ～ 号

港湾整備部 建設調整課 年度 工事第 1 ～ 250 号

年度 工事第 251 ～ 300 号 廃棄物

年度 海 工事第 1 ～ 500 号

年度 管 工事第 1 ～ 号

年度 埋 工事第 1 ～ 500 号

年度 公 工事第 1 ～ 号

年度 臨 工事第 1 ～ 100 号

計画課 年度 計 工事第 1 ～ 号

技術管理課 年度 技 工事第 1 ～ 号

施設建設課 年度 施 工事第 1 ～ 200 号

離島港湾部 管理課 年度 島 工事第 1 ～ 号

東京港管理事務所 港湾道路管理課 年度 工事第 2001 ～ 号

施設補修課 年度 工事第 1001 ～ 2000 号

年度 海 工事第 601 ～ 700 号

港務課 年度 海 工事第 501 ～ 600 号

臨海地域管理課 年度 埋 工事第 501 ～ 600 号

東京港建設事務所 港湾整備課 年度 工事第 301 ～ 400 号

埋立海岸整備課 年度 埋 工事第 601 ～ 号

年度 海 工事第 701 ～ 800 号

沖合埋立整備課 年度 工事第 401 ～ 500 号

年度 臨 工事第 101 ～ 号

浚渫工事課 年度 工事第 701 ～ 800 号

施設整備課 年度 工事第 801 ～ 1000 号

高潮対策センター 年度 海 工事第 801 ～ 号

起工担当課（工事主管課） 工事番号

別表

工事番号の表示方法
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工事施行規程別記附属様式 
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工事施行規程別記附属様式目次 

 

工事台帳（第５条）---------------------------（第 １号様式）-------------------３０ 

 
工事設計概括書（第８条）------------------（第 ２号様式）-------------------３１ 

 
起工起案書（第１１条）---------------------（第 ３号様式）-------------------３３ 

 
工事月報（第１９条）------------------------（第 ４号様式）-------------------３５ 

 
工事中止・中止解除書（第２０条）------（第 ５号様式）-------------------３６ 

 
工事変更起案書（第２２条）---------------（第 ６号様式）-------------------３８ 

 
工事着手報告書（第２６条）---------------（第 ７号様式）-------------------４０ 

 
工事工程表（第２７条）---------------------（第 ８号様式）-------------------４１ 

 
工事精算報告書（第２８条）---------------（第 ９号様式）-------------------４２ 

 
変更・精算工種別内訳書（第２８条）---（第１０号様式 甲、乙）-------４３ 

 
工事施行委任書（第３２条）---------------（第１１号様式）-------------------４５ 

 

- 29 -



第１号様式 工事台帳（第５条）

電話（ ）

電話（ ）

電話（ ）

電話（ ）

概要

全部

一部

全部

一部

全部

一部

契約年月日

増 増

円 減 円 日 減

増 増

円 減 円 日 減

増 増

円 減 円 日 減

増 増

円 減 円 日 減

備考

契約

工期

着手

この様式は、工事台帳の最少限度の記載事項を定めたものであるから、工事の種類、施行方法、その他により適宜記載事項を追加、又は、変更することがで
きる。

完了予定

完了

検査

増減日数増減金額 変更金額

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日まで

（ 日間）

（ 日間）

平成 年 月 日まで

（ 日間）

回 数

第 ２ 回

第 ３ 回

中止期間

第 １ 回

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

第 ４ 回

第 １ 回

第 ２ 回

第 ３ 回

第 ４ 回

工事番号

文書番号

契約番号

検収番号

起案

決定

受
注
者

住所

法人名

代表者

設
計
（
工
事
）
変
更

変
更
の
理
由

及
び
概
要

工
事
中
止
及

び
中
止
解
除

工
事
概
要

起
工
額

契
約
額

中止年月日

日間

増 減

増 減

増 減

日間

見込

日間

見込

電話（ ）

代
理
人

主任技術者

見込

工
事
担
当
者

監
督
員

設
計
者

住所

氏名

工事件名

工事場所

所属

職

氏名

所属

平成 年 月 日

職

氏名

決定年月日

平成 年 月 日

工期変更

完了予定日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

解除年月日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

中止理由

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

施行方法 請負・直営・委託工 事 台 帳

会計

款

項

目

支出科目

節
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設 計 概 要

会計 款 項 目 節

金 額 円

第2号様式 工事設計概括書（第8条）
（裏）

工事金額

支出科目
年度

 
内

訳

区 分

東京都港湾局

  

  

設 計 総 額

摘 要
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第３号様式 起工起案書（第１１条)

備考
１ 次の順序及び要領に従って記載すること。
（１） 起工理由
（２） 工事概要
（３） 工事場所
（４） 施行方法 請負・直営・委託
（５） 工期

ア 始期
イ 期間（期限） 日間 （ 年 月 日まで）

（６） 工事金額
（７） 支出科目
（８） その他
２ ３葉以上に及ぶときは、様式の２頁目に準じて調整すること。
３ 工期の始期は、次の例により記載すること。

例 「契約確定の日から」、「年月日から」

- 34 -



第
４

号
様

式
工

事
月

報
（

第
１

９
条

）

請 担

円
日

間
%

%
%

受 請 担

円
日

間
%

%
%

受 請 担

円
日

間
%

%
%

受 請 担

円
日

間
%

%
%

受 請 担

円
日

間
%

%
%

受 請 担

円
日

間
%

%
%

受 請 担

円
日

間
%

%
%

受 請 担

円
日

間
%

%
%

受

備
考

請
は

請
負

人
、

担
は

工
事

担
当

者
、

受
は

受
託

人
と

し
、

そ
れ

ぞ
れ

該
当

の
表

示
を

○
で

囲
む

こ
と

。

工
事

番
号

第
号

工
事

件
名

工
事

場
所

 
工

費
（

支
給

材
料

品
費

）
工

期
着

手
摘

要
完

了
予

定
前

月
ま

で
本

月
分

累
計

し
ん

ち
ょ

く
率

請
負

人
工

事
担

当
者

受
託

人

第
号

第
号

第
号

第
号

第
号

第
号

工
事

月
報

（
月

分
）

第
号
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第５号様式 工事中止・中止解除書（第２０条）

備考
１ 次の順序及び要領に従って記載すること。
（１） 工事場所
（２） 施行方法 請負・直営・委託
（３） 請負人

工事担当者
受託者

（４） 着手 年 月 日
（５） 完了予定 年 月 日
（６） 全部（又は一部）中止 年 月 日
（７） 中止期間 見込み 年 月 日まで

確定 （ 日間）
（８） 工期延伸 不要・要 （ 日間の見込み）
（９） 中止解除 年 月 日
（10） 理由
（11） その他
２ ３葉以上に及ぶときは、様式の２頁目に準じて調整すること。
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第６号様式 工事変更起案書（第２２条)

備考
１ 次の順序及び要領に従って記載すること。
（１） 変更理由
（２） 変更概要
（３） 工事場所
（４） 施行方法 請負・直営・委託
（５） 工期及び工事金額

ア 工期
（ア）既 定 工事日数 日 （ 年 月 日まで）
（イ）変 更 工事日数 日 （ 年 月 日まで）
（ウ）増・減（△）工事日数 日 （ 年 月 日まで）
イ 工事金額
（ア）既 定 円
（イ）変 更 円
（ウ）増・減（△） 円

（６） 支出科目
（７） その他
２ ３葉以上に及ぶときは、様式の２頁目に準じて調整すること。

- 39 -



第７号様式 工事着手報告書（第２６条）

保存 年 分類記号

工事件名

局 氏名

部（所）

課 電話

から

まで 日間

摘 要

着手

完了予定

年 月 日

年 月 日

工事場所

工期
年 月 日

年 月 日

工事着手報告書

上記の工事について下記のように着手します。

報 告 書

主管課長

報告先

供覧先

提出 年 月 日

作成 年 月 日

第 号 工事 第 号

報告終了 年 月 日
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第
８
号
様
式

工
事
工
程
表
（
第
２
７
条
）

種
別

出
来
高

備
考

予
定
は
青

、
実
施
は
赤
色
記
入
す
る
こ
と
。

工
事
工
程
表

月
工
事
件
名
：

月
月

月
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第９号様式 工事清算報告書（第２８条）

保存 年 分類記号

工事件名

局 氏名

部（所）

課 電話

工事

打切り

清算概要

工事金額 決定額 円 清算額 円

工事場所

完了年月日
完了

予定
年 月 日年 月 日

工事清算報告書

上記の工事について下記のように清算状況を報告します。

報 告 者

報告先

供覧先

提出 年 月 日

作成 年 月 日

第 号 工事 第 号

報告終了 年 月 日
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第１０号様式 変更 清算工種別内訳書（甲）（第２８条）

金額（円） 金額（円）

頁

既 定 額 変 更・清 算 額 差引増・減（△）額

変更

工 種 別 内 訳 書
清算 （総括表）

種 別

内容（数量） 内容（数量） 内容（数量） 金額（円）
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第１０号様式 変更 清算工種別内訳書（乙）（第２８条）

材料労力

頁

変更

工 種 別 内 訳 書

金額（円） 数 量 金額（円）

摘 要

清算

工 種 既 定 額 変 更・清 算 額

内 訳

形状

寸法
単位

数 量 単価(円) 単価(円)
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第１１号様式 工事施行委任書（第３２条）

印

下記工事の施行を委任します。

1 委任理由

2 工事件名

3 工事場所

4 予定工期

5 工事概要

6 事業費

年度 会計 款

項 目 節

8 その他

支出科目7

記

第 号

平成 年 月 日

受任局長あて

委任局長名

工 事 施 行 委 任 書

- 45 -



 

 

 

 

 

 

 

工事施行規程実施細目による様式 

- 46 -



工事施行規程実施細目による様式目次 

 

監督員命令簿-------------------------------------------実施細目様式第 １----------４８ 
工事実施計画書----------------------------------------実施細目様式第 ２----------４９ 
工事台帳の目次----------------------------------------実施細目様式第 ３----------５０ 
工事台帳-------------------------------------------------実施細目様式第 ４----------５１ 
工事記録簿----------------------------------------------実施細目様式第 ５----------５２ 
設計指示書----------------------------------------------実施細目様式第 ６----------５３ 
年度別内訳書-------------------------------------------実施細目様式第 ７----------５４ 
科目別内訳書-------------------------------------------実施細目様式第 ８----------５５ 
工種別内訳書（総括表）----------------------------実施細目様式第 ９----------５６ 
種目・科目内訳書-------------------------------------実施細目様式第 ９の２----５７ 
工種別内訳書-------------------------------------------実施細目様式第１０----------５８ 
細目内訳書----------------------------------------------実施細目様式第１０の２----５９ 
単価・代価明細表（  当り）-------------------実施細目様式第１１----------６０ 
単価・代価明細表（単価設計）-------------------実施細目様式第１２----------６１ 
支給材料品調書----------------------------------------実施細目様式第１３----------６２ 
工事月報-------------------------------------------------実施細目様式第１４----------６３ 
工事中止・中止解除報告書-------------------------実施細目様式第１５----------６４ 
事故報告書----------------------------------------------実施細目様式第１６----------６６ 
工事現況報告書----------------------------------------実施細目様式第１７----------６７ 
工事の一括変更について----------------------------実施細目様式第１８----------６９ 
工事変更設計（清算内訳）書----------------------実施細目様式第１９----------７０ 
変更・精算工種別内訳書（総括表）-------------実施細目様式第２０----------７１ 
変更種目・科目内訳書-------------------------------実施細目様式第２０の２----７２ 
変更・清算工種別内訳書----------------------------実施細目様式第２１----------７３ 
変更細目内訳書----------------------------------------実施細目様式第２１の２----７４ 
変更・清算単価・代価明細表（ 当り）-------実施細目様式第２２----------７５ 
変更・清算支給材料品調書-------------------------実施細目様式第２３----------７６ 
工事完了報告書----------------------------------------実施細目様式第２４----------７７ 
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実
施

細
目

様
式

第
１

職
名

氏
名

印

平
成

年
月

日

注
「

決
定

関
与

者
」

欄
は

所
属

係
長

及
び

工
務

係
長

（
庶

務
担

当
）

と
す

る
。

監
督

員
命

令
簿

命
令

年
月

日
工

事
番

号
工

事
件

名
工

事
監

督
員

決
定

関
与

者
印

番
号

命
令

権
者

印
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実
施
細
目
様
式
第
２

備
考 記
入
要
領
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
な
お
、
類

似
様
式
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
番
号

：
図
面
、
そ
の
他
の
対
照
に
使

用
す
る
。

４
施
行
予
定

２
空
欄
：
ふ
頭
名
、
路
線
名
、
橋
梁
名
、
公
園
名
、
排
水
機
場
名
等
に
使
用
す
る
。

（
１
）
認
可
設
計

３
関
連
工
事
欄
：
同
時
施
行
等
の
関
連
工
事
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

（
２
）
実
施
設
計

（
３
）
工
事

番
号

事
業
名

関
連

工
事

欄
摘

要

1
2

Ⅳ

1
2

3

工
事

実
施

計
画

書
部
・
所

課
作
成

工
事
場
所

工
事
内
容

予
定
工
事
費

（
千
円
）

Ⅱ

7
8

9

Ⅲ
Ⅰ

4
5

6

施
行

予
定

1
0

1
1
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実施細目様式第３

年度
工事場所 支出科目 補助率 契約種別 竣功年月日 受注者工事番号 工事件名

工事台帳の目次

- 50 -



実施細目様式第４

年度 ～ 年度 年度

11 年度 工事第 号 文書番号 契約番号

起案年月日

決定年月日

年度 補助率

％

日間

電話

日間

日間

日間

日間

区
分

起工額 円

（工事費 円）

（消費税及び地方消費税相当額 円）

契約額 円

（工事費 円）

（消費税及び地方消費税相当額 円）

支給材 円

決定 円

決定 円

決定 円

％ ％ ％ ％

円 円 円 円

円 円 円 円

号

％ 円

財経検・第

工 事 台 帳

請負既済
部分払

直接・間接検査区分 検収課受付番号

年 月 日

検査員

立会人

検査年月日

第 ２ 回

第 ３ 回

請求 年 月 日 年 月 日 年 月 日

原
設
計

年 月 日
第 １ 回

設
計
変
更 年 月 日

工事金額 工事（変更）概要

主任技術者

現場代理人年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

代
表
会
社

しゅん功年月日 決定年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

節

契約年月日

公・単

しゅん功
予定

債務負担 繰越

請負・委託

工事場所

目

平成

施行方法

項
支出科目

工事件名
平成

設計担当者 監督員・工事担当者
着手 年 月 日工期

会計 款

工事番号

年 月 日

企業体名

住所

所属

職・氏名

受
注
者

代表者

法人名工
期
変
更

区分

年 月 日 しゅん功

第１回

第２回

第３回

第４回

工期

年 月 日 請求割合

年 月 日

摘要

出来高

支払金

請求金額前払金

主任技術者

請求年月日
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実施細目様式第５

工事番号

工事件名

頁

内容 摘要年月日

工 事 記 録 簿

監督員

- 52 -





実施細目様式第７

年度
工種 平成 年度

年 度 別 内 訳 書 単位：円

平成 年度 合 計 摘 要

- 54 -



実施細目様式第８

(注）科目が2つ以上合併起工する場合のみ添付する。

科 目 別 内 訳 書 単位：円

項 目 節 金 額（円）款

- 55 -



実施細目様式第９

種 別 内 容（数量） 金 額（円）

頁

摘 要

工 種 別 内 訳 書 （総括表）
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実施細目様式第９の２

種目・科目 全体金額(円)
（Ａ）

金 額(円)
（Ｂ）

金 額(円)

頁

摘 要

種 目 ・ 科 目 内 訳 書

内 容(数量)
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実施細目様式第１０

単 価 金 額

内 訳 円 円

頁

単位

工 種 別 内 訳 書

種 別

工 種 数 量 摘 要形状・寸法

- 58 -



実施細目様式第１０の２

単 価 金 額

円 円

頁

細 目 数 量 摘 要形状・寸法 単位
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実施細目様式第１１

工 種 内 訳
形 状
寸 法

数 量 単位
単 価

円
金 額

円

頁

第 号

摘 要

単 価
代 価

明細表（ 当り）
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実施細目様式第１２

工種番号 工 種 内 容 数 量 単位
単 価

円
金 額

円

頁

摘 要

工種内訳書（単価設計）

- 61 -



実施細目様式第１３

単 価 金 額

円 円

頁

支給材料品調書

数 量 摘 要形状・寸法品 名 単位

- 62 -



実
施

細
目

様
式

第
１

４

上
段

：
予

定
執

行
率

（
）

書

下
段

：
実

施
執

行
率

単
位

起
工

額
（

摘
要

）

変
更

契
約

額

備
考

１
．
工
事
は
、
１
件
ご
と
に
着
手
か
ら
完
了
ま
で
「

進
ち

ょ
く

率
」

を
毎

月
累

計
記

入
す

る
。

（
注

）
Ａ

：
工

事
が

順
調

に
執

行
中

２
．
工
事
金
額
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
主
な

理
由

な
ど

を
摘

要
欄

に
記

入
す

る
。

こ
の

場
合

変
更

進
ち

ょ
く

率
は

新
た

な
金

額
に

対
す

る
％
と

す
る

。
Ｂ

：
工

事
の

執
行

上
問

題
が

あ
る

。
Ｃ

：
工

事
の

執
行

が
困

難
。

該
当

す
る

項
目

（
Ａ

．
Ｂ

．
Ｃ

）
に

○
を

す
る

。

Ａ
．

Ｂ
．

Ｃ

Ａ
．

Ｂ
．

Ｃ

平
成

年
月

分
工

事
月

報

Ａ
．

Ｂ
．

Ｃ

Ａ
．

Ｂ
．

Ｃ

Ａ
．

Ｂ
．

Ｃ

工
事

担
当

(
部

）
所

名

担
当

課
名

：
千

円

2
9

1
0

1
1

1
2

受
注

者
ラ

ン
ク

A
.
B
.
C

監
督

者
（

係
）

竣
工

予
定

月
日

原
契

約
額

着
手

年
月

日

完
了

年
月

日
7

6
5

進
ち

ょ
く

率
（

％
）

3
8

1
科

目
工

事
番

号
工

事
件

名
工

事
概

要
4
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実施細目様式第１５
（表）

印

全部 見込

一部 確定

要

不要

注 １ 中止解除の場合は、裏面に記載しなくてもよい。
２ 必要に応じて図面、写真等を添付する。

年 月 日

報告書

部（所）長名

下記の工事について、東京都工事施行規程 第 条（ ）の既定に基づき措置しますの
で報告します。

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ ）

契約年月日 年 月 日 履行期限

工事

出来高 受注者

中止解除

工事中止

工期延伸

年 月 日 中止期間

年 月 日

年 月 日

年 月 日

着手

年 月 日見込み

年 月 日 完了予定

工事場所

契約金額

工事件名

文書番号
（契約番号）

％

港湾局長 殿

年 月 日

記号番号

中 止
中 止 解 除

- 64 -



実施細目様式第１５
（裏）

中止の理由

中止に伴う工期等
への影響

略図
その他

- 65 -



実施細目様式第１６

印

事故報告書

港湾局長 殿

年 月 日

記号番号

部（所）長名

下記の工事について、事故が発生したので報告します。

工事件名

文書番号
（契約番号）

調査内容、意見、応急措置等

年 月 日 履行期限

所在地

契約年月日

受注者

（電話）

年 月 日

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \  ）

工事場所

契約金額

- 66 -



実施細目様式第１７
（表）

印

全部

一部

注 １ この様式は、施行規程第２２条第３項に基づき一括変更措置をするとき使用する。
２ 必要に応じて図面、写真等を添付する。

部（所）長名

下記の工事について、東京都工事施行規程 第 条（ ）の既定に基づき措置しますの
で報告します。

工事中止
年 月 日

年月日

解除予定
年月日

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \  ）

履行期限

年 月 日

年 月 日

出来高 ％ 受注者

変更見込金額

年 月 日

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \  ）

工事場所

契約金額

工事件名

文書番号
（契約番号）

契約年月日

港湾局長 殿

年 月 日

記号番号

工事現況報告書
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実施細目様式第１７
（裏）

変更の理由

変更の概要

略図
その他
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実施細目様式第１８

殿

印

注 必要に応じて図面を添付する。

変更見込金額
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \  ）

増・減

（文書番号）
年 月 日

部（所）長名

履行期限 年 月 日

下記の工事について、東京都工事施行規程第２２条第３項に基づき、一括変更により措置したい
ので協議します。

なお、ご異議のないときは、承諾書を提出して下さい。
ただし、契約条項第２３条の規程による協議は別途行いますので念のため申し添えます。

文書番号
（契約番号）

変更内容

（受注者あて）

年 月 日

工事件名

工事場所

契約金額

契約年月日

工事の一括変更について

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \  ）
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実施細目様式第２０

内 訳 金額（円） 金額（円）

頁

既 定 額 変 更・清 算 額 差引増・減（△）額

変更

工 種 別 内 訳 書
清算 （総括表）

種 別

内容（数量） 内容（数量） 内容（数量） 金額（円）
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実施細目様式第２０の２

既 定 額 変更・清算額

金額（円） 金額（円）

頁

変更種目・科目内訳書

数量種目・科目

差引増・減（△）額

金額（円）
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実施細目様式第２１

内 訳

頁

単価(円) 単価(円)
工 種

形状

寸法
単位

数 量

変更

工 種 別 内 訳 書

金額（円） 数 量 金額（円）

摘 要

清算

工 種 既 定 額 変 更・清 算 額
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実施細目様式第２１の２

細目 数 量 金額（円） 数 量 金額（円）

頁

変 更 細 目 内 訳 書

工 種 既 定 額 変 更・清 算 額形状
・
寸法

単位 摘 要
単 価
（円）

増・減（△）額
（円）
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実施細目様式第２２

)当り

数 量 単価(円) 金額（円） 数 量 単価(円) 金額（円）

頁

工種 内訳

第 号

摘 要
既 定 額 変 更・清 算 額

変更

清算

明細表(
単価

形状

寸法
単位

代価
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実施細目様式第２３

数 量 単価(円) 金額（円） 数 量 単価(円) 金額（円） 数量

頁

変更

清算

支給材料品調書

形状

寸法
品名

既 定 額 変 更・清 算 額
単位

差引増・減(△)額

金額（円）
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実施細目様式第２４

印

港湾局長 殿

年 月 日

記号番号

工事完了報告書

年 月 日

完了年月日

工事場所

契約金額

年 月 日

年 月 日 受注者 年 月 日

履行期限

部（所）長名

下記の工事について、工事が完了したので報告します。

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \  ）

工事件名

文書番号
（契約番号）

契約年月日
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